
宣 言 日 令和3年8月16日

住 所 埼玉県さいたま市浦和区常盤3-3-9

県内企業等の名称 株式会社むさしビルクリーナー

代表者役職 氏名 代表取締役　坪井　宣子

はＳＤＧｓの内容を理解し、ＳＤＧｓ達成に向けた

三側面 ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組

経済

【40歳以下の雇用機会・障害者雇用
の推進】
〈数値〉
2020年現在：
40歳以下の勤務者：３０人
障害者雇用：７人

＜2030年に向けた指標＞

40歳以下の勤務者：４５人　障害者雇用：１５人

＜取組開始３年後に向けた指標＞

40歳以下の勤務者：３５人　障害者雇用：１０人

【環境保護と資源再利用の大切さ広
めるプロジェクト】
〈数値〉
2014年～2020年：主な活動場所
埼玉県内の学校2校に実施

＜2030年に向けた指標＞

県内特別支援学校の8校に実施

＜取組開始３年後に向けた指標＞

県内特別支援学校の４校に実施

【記載留意点】
・本様式は県のホームページで公開致しますので、様式を修正したり加工しないで御使用ください。
・（様式第３号）ＳＤＧｓ達成に向けた県内企業等の基本的取組事項（要件２）に記載いただいた取組内容を踏まえ、
「環境」「社会」「経済」の三側面の全てについて、「ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組」を記載してください。
・指標は原則として数値目標を記載してください。
・ＳＤＧｓのターゲット年である２０３０年に向けた指標をベースにして、取組開始から３年後に向けた指標を記載し
てください。
・ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組の項目には、可能な限り現時点での数値を御記入ください。

(様式第２号)

指　標

＜2030年に向けた指標＞

回収フローの社員全員周知→100ｋｇ回収

＜取組開始３年後に向けた指標＞
環境

全事業所に回収フローの指導→40ｋｇ回収

【再生ポリエステルのリサイクル：
ユニフォームの回収】
〈数値〉
2019年：30ｋｇ
2020年：0ｋｇ
（コロナ禍の為、未回収）

ＳＤＧｓ達成に向けた宣言書（要件１）

記

　我が社の企業理念は「和を尊び、『人と技術が財産』」を信条に豊かな環境づくりを目指し、社会に貢
献を致す事です。この事は先代社長の教えを引継ぎ、現在も現代表を含め社員一同、変わらず持ち続
けている「思い」です。
この考え方は持続可能な開発目標（SDGs）の主旨に沿ったものであり、これから先、SDGｓの目標の
達成に貢献するとともに、人材育成とサービスの提供を目指していきます。

株式会社むさしビルクリーナー

取組方針を下記のとおり宣言します。

ＳＤＧｓ達成に向けた県内企業等の取組方針

社会


